
キリシマイスターパートナーズ実施要領 

 

 （目的） 

第１条 この要領は、霧島市（以下「市」という。）の「褒め合う」をテーマにしたプ

ロモーション活動「キリシマイスター」の普及に積極的に取り組む事業所・団体等

をキリシマイスターパートナーズ（以下「パートナーズ」という。）として認定する

ことにより、キリシマイスター活動の推進につなげることを目的とする。 

 

（対象） 

第２条 パートナーズの対象は、趣旨に賛同し、キリシマイスター活動に積極的に取

り組む事業者や団体等とする。 

  

（認定） 

第３条 市長は、次の各号のいずれかの活動に積極的に取り組む事業所や団体等をパ

ートナーズとして認定することができる。 

（１） 事業所や団体内等での褒め合う活動の推進 

（２） キリシマイスターのロゴデザイン等を活用した活動のＰＲ 

 

（認定期間） 

第４条 パートナーズの認定の有効期間は、認定の日から３年間とする。ただし、認

定の有効期間満了日の１箇月前までに、本市、パートナーズのいずれからも何らか

の異議申し立てがない場合は、期間をさらに２年間延長するものとし、以後も同様

とする。 

 

 （パートナーズ協力事項） 

第５条 パートナーズは、当該事業の趣旨に賛同し、次に掲げる事項について実施す

るものとする。 

（１） 褒め合う活動の推進 

（２） キリシマイスターのロゴデザインを活用した商品またはノベルティ等 

の製作 

（３） キリシマイスター事業への協力 

（４） その他キリシマイスター活動の普及に関する取組 

 

（市の支援） 

第６条 市長は、認定したパートナーズに対し、次の事項に掲げる支援を行うものと



する。ただし、支援の内容は変更になる場合がある。 

（１） 霧島市ウェブサイトでの取組紹介 

（２） キリシマイスターグッズ等の提供 

（３） その他活動の推進に必要と認める支援 

  

（情報管理等） 

第７条 第三者がパートナーズの情報を利用したことによるトラブル等について、パ

ートナーズにおいて必要な処置を講じ解決するものとし、本市は一切の関与及び責

任を負うことはできない。 

 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、パートナーズに関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成 31 年２月６日から施行する。 


